
資料３ 

キッズデザイン協議会との連携及び協力に関する包括協定について 

 

１ 目 的 

  子どもの目線でのユニバーサルデザインを推進しているキッズデザイン協議会

との包括協定を締結し、相互協力によりユニバーサルデザインの普及啓発や実践に

資する事業を推進することで、すべての人にとってくらしやすい地域社会の実現に

つなげていく。 

 

２ キッズデザイン協議会について 

（１）協議会の概要 

  キッズデザイン協議会は、平成 18 年 5 月 15 日に任意団体として発足後、平成

19 年 4月 2日に特定非営利活動法人として設立された。主に以下の４事業を行っ

ている。 

 ① 顕彰事業（キッズデザイン賞） 

   子どもの視点から生まれた新たな価値や優れた取り組みにスポットライトを

当て表彰する制度。令和３年度で 15年目。 

 ② 広報事業 

   メディア掲載や SNS による情報配信、セミナーや展示などのイベント企画や

受賞作品を通して、キッズデザインを社会に広める活動。 

 ③ 調査研究事業 

   様々な主体を集め、キッズデザインの理解を深めるとともに新たなデザイン開

発やコラボレーションの触発を図る活動。 

 ④ 認証事業 

   安全を高めようとするプロセスを経たことを認証する CSD 認証（キッズデザ

インガイドラインに基づく製品やサービスの提供）を通して、産業界の安全品質

の底上げと平準化を図るための活動。 

 

（２）板橋区と協議会との関係 

   板橋区は、キッズデザイン協議会が任意団体として設立された平成 18 年度か

ら、全国３番目の自治体会員として入会している。 

   特に、キッズデザイン賞においては、過去４度にわたり、板橋区の子育て世代

を応援する事業が表彰されている。 

   第３回（平成 21年）キッズデザイン賞受賞「赤ちゃんの駅」 

   第４回（平成 22年）キッズデザイン賞受賞「離乳食訪問お助け隊」 
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   第５回（平成 23年）キッズデザイン賞受賞「赤ちゃん出会いのひろば」 

   第６回（平成 24年）キッズデザイン賞受賞「子育てひろば森のサロン」 

 

３ 板橋区との協定について 

（１）協定の締結日 

   令和３年６月２１日（月） 

 

（２）協定に基づく今後の取組内容について 

 ① 子どもの目線でのユニバーサルデザインの普及啓発に関すること 

   相互の事業案内、先進事例の共有、各主催講座などへの講師派遣、人材育成プ

ログラムの作成など 

 ② 子どもの目線でのユニバーサルデザインに配慮された商品開発の連携・支援に

関すること 

   事業者に対する子どもの目線でのユニバーサルデザインの意識啓発、顕彰事業

を通じた区内企業等の表彰、区内企業等と連携したデザイン開発、認証事業を通

じた区内企業の安全品質向上など 

 ③ 各種事業及び広報活動の企画・運営に関すること 

   各種広報媒体を活用した情報発信、関係団体等を通じた取組の紹介など 

 ④ その他、持続可能な社会の実現に寄与する取組に関すること 

   広範な区政課題の解決に向けて、ユニバーサルデザインのほか、ＳＤＧｓの推

進に資するような取組の連携など 


